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ワン
ポイント

（皐月）MAY
3日・憲法記念日　4日・みどりの日　5日・こどもの日
6日・振替休日

日 月 火 水 木 金 土

5 2024（令和6年）

◆  5 月 の 税 務 と 労 務 5月

力士の収入　5月は年間6場所行われる大相撲の夏場所が東京・両国国技館で開催され
ます。昔から「土俵には金が埋まっている」と言われる世界ですが、力士の収入に係る所
得区分は、給料は「給与所得」、優勝賞金及び殊勲賞・敢闘賞・技能賞の三賞は「一時所得」、
懸賞金は「事業所得」とされています。

国　税／�4月分源泉所得税の納付� 5月10日
国　税／�3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 5月31日
国　税／�9月決算法人の中間申告� 5月31日
国　税／�6月、9月、12月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合）� 5月31日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 5月31日
国　税／�確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付� 5月31日
国　税／�特別農業所得者の承認申請� 5月15日

地方税／�自動車税・鉱区税の納付�
� 都道府県の条例で定める日
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5 月号─2

　

企
業
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
一
体
的
に

経
営
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
、
課
税
関
係
に
つ
い
て
も
グ
ル
ー

プ
全
体
を
一
体
と
し
て
捉
え
る
「
グ

ル
ー
プ
法
人
税
制
」
が
あ
り
ま
す
。

グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
は
平
成
22
年
度

の
税
制
改
正
で
創
設
さ
れ
た
制
度
で

す
が
、
意
外
と
多
く
の
法
人
が
対
象

に
な
り
ま
す
の
で
、
思
わ
ぬ
課
税
が

さ
れ
な
い
よ
う
に
制
度
の
内
容
を
紹

介
し
ま
す
。

完
全
支
配
関
係
と
は
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

　

グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
は
、
完
全
支

配
関
係
（
１
０
０
％
グ
ル
ー
プ
内
の

関
係
）
の
あ
る
法
人
が
対
象
に
な
り

ま
す
。
完
全
支
配
関
係
と
は
、
①
一

の
者
が
発
行
済
株
式
も
し
く
は
出
資

の
全
部
を
直
接
も
し
く
は
間
接
に
保

有
す
る
関
係（
以
下
、「
当
事
者
間
の

完
全
支
配
の
関
係
」
と
い
い
ま
す
）、

又
は
、
②
一
の
者
と
の
間
に
当
事
者

間
の
完
全
支
配
の
関
係
が
あ
る
法
人

相
互
の
関
係
、
を
い
い
ま
す
。

　

図
１
の
例
１
で
は
、
一
の
者
（
A

社
）
が
B
社
の
株
式
を
１
０
０
％
保

有
し
て
い
る
の
で
、
完
全
支
配
関
係

が
あ
り
ま
す
。
例
２
は
、一
の
者（
C

社
）
と
直
接
完
全
支
配
関
係
が
あ
る

法
人
（
D
社
）
が
E
社
の
株
式
を
１

０
０
％
保
有
し
て
い
る
の
で
、
C
社

と
E
社
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係

が
あ
り
ま
す
。
相
互
に
株
式
の
一
部

を
持
ち
合
い
し
て
い
る
場
合
も
同
様

で
す
。
例
３
の
場
合
、F
社
と
G
社
、

F
社
と
H
社
だ
け
で
は
な
く
、
G

社
と
H
社
と
の
間
に
も
完
全
支
配

関
係
が
あ
り
ま
す
。

一
の
者
が
個
人
の
場
合
▼
▼
▼
▼
▼
▼

　

一
の
者
が
個
人
の
場
合
は
、
そ
の

者
（
株
主
等
）
の
親
族
や
使
用
人
な

ど
、
そ
の
者
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る

個
人
を
含
み
ま
す（
表
１
参
照
）。

　

図
２
の
例
４
の
よ
う
に
、
一
の
者

（
父
）
が
I
社
と
J
社
の
株
式
を
１

０
０
％
保
有
し
て
い
る
場
合
、
I
社

と
J
社
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が

あ
り
ま
す
。
例
５
の
よ
う
に
K
社

の
株
主
と
L
社
の
株
主
が
親
族
の

場
合
も
、
一
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
会

社
の
株
式
を
１
０
０
％
保
有
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
K
社
と

L
社
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が

あ
り
ま
す
。

　

１
人
が
１
社
の
株
式
を
１
０
０
％

保
有
し
て
い
な
く
て
も
、
例
６
の
よ

う
に
親
子
で
M
社
と
N
社
の
株
式

を
１
０
０
％
保
有
し
て
い
る
場
合

も
、
M
社
と
N
社
と
の
間
に
完
全

支
配
関
係
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
例

７
の
よ
う
に
、
O
社
の
株
主
（
甲
）

と
P
社
の
株
主
（
丁
）
と
は
親
族
関

係
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
O
社
に
つ
い

て
は
甲
・
乙
・
丙
が
一
の
者
に
な
り
、

P
社
に
つ
い
て
は
乙
・
丙
・
丁
が

一
の
者
に
な
る
た
め
、
O
社
と
P

社
と
の
間
に
は
、
同
一
の
者
（
乙
又

は
丙
）
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

　

完
全
支
配
関
係
が
あ
る
会
社
間
の

取
引
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
制
度
が

適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
グ
ル
ー
プ

法
人
税
制
と
い
い
ま
す
。

　

完
全
支
配
関
係
が
あ
る
2
社
間
で

一
定
の
資
産
を
売
買
し
た
場
合
に

は
、
譲
渡
損
益
は
繰
り
延
べ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
資

産
は
、
固
定
資
産
や
棚
卸
資
産
た
る

注
意
し
た
い

グ
ル
ー
プ
会
社
間
の
取
引

表１　特殊の関係

① 株主等の親族（6親等内の血族、配偶者及び3親等
内の姻族）

② 株主等と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
係と同様の事情にある者

③ 株主等（個人である株主等に限る。④において同じ）
の使用人

④ ①から③に掲げる者以外の者で、株主等から受ける
金銭その他の資産によって生計を維持している者

⑤ ②から④に掲げる者と生計を一にするこれらの者の
親族
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土
地
、
有
価
証
券
、
金
銭
債
権
、
繰

延
資
産
で
す
が
、
売
買
目
的
有
価
証

券
や
譲
渡
直
前
の
帳
簿
価
額
が
１
０

０
０
万
円
未
満
の
も
の
な
ど
は
除
か

れ
ま
す
。

　

通
常
、
法
人
間
で
寄
附
金
に
該
当

す
る
取
引
が
あ
っ
た
場
合
、
寄
附
を

し
た
法
人
に
つ
い
て
は
損
金
算
入
限

度
額
を
超
え
る
寄
附
金
の
額
は
損
金

の
額
に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。
一
方
で

寄
附
を
受
け
た
法
人
に
つ
い
て
は
、

寄
附
金
の
額
が
益
金
の
額
に
算
入
さ

れ
ま
す
。
し
か
し
、
グ
ル
ー
プ
法
人

税
制
で
は
、
法
人
に
よ
る
完
全
支
配

関
係
が
あ
る
法
人
間（
例
の
１
〜
３
）

で
寄
附
金
に
該
当
す
る
取
引
が
あ
っ

た
場
合
、
寄
附
を
し
た
法
人
に
つ
い

て
は
、
寄
附
金
の
全
額
が
損
金
の
額

に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、
寄
附

を
受
け
た
法
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の

全
額
が
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以
後

開
始
事
業
年
度
か
ら
、
完
全
支
配
関

係
が
あ
る
内
国
法
人
に
対
し
て
有
す

る
金
銭
債
権
は
、
個
別
評
価
金
銭
債

権
及
び
一
括
評
価
金
銭
債
権
に
は
含

ま
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
貸
倒
引
当

金
の
対
象
外
と
な
り
ま
し
た
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す
。

図 1　完全支配関係の例（株主が法人の場合）

例 1

A社

　　　　　100%

B社

例 2

C社

　　　　　100%

D社

　　　　　100%

E 社

例 3

図 2　完全支配関係の例（株主が個人の場合）

F社

G社 H社

※G社と H社で相互に持ち合い

20%

20%

80%80%

80%80%

例 4 例 5

父

父 子

K社 L社

父 子

M社 N社

一の者

一の者 甲

O社 P社

丁
（丙の兄）

一の者

I 社 J 社

100%

100% 100%

100%

※父と子で、それぞれの会社の
株式を 100％保有

例 6

20% 20%

例 7

乙
（甲の弟）

丙
（乙の妻）
（丁の妹）

100% 100%
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　通常月に固定給と販売高に応じた
外交員報酬を支払っている販売員

が、同業他社からの招へいにより退職した
い旨の申し出があったので、引き続き自社
で勤務することを条件に慰留金を支給しま
す。この慰留金は契約金として源泉徴収の
対象になりますか。

　契約金は、一定の者のために役務
の提供をすることや、それ以外の者

に役務を提供しないことを約束することに
より一時に支払われる全てのものが含まれ、
支度金や移転料などの名目で支払われるも
のも含まれます。給与所得者の場合でも、
雇用契約を結ぶときに契約金を支払う場合
には、契約金として源泉徴収の対象になり
ます。そのため、ご質問の慰留金は、源泉
徴収の対象となります。
　源泉徴収すべき所得税額は復興特別所得
税を含めて、100万円以下の部分は支払金
額の10.21%、100万円を超える部分につ
いては支払金額の20.42%です。

販売員に対する慰留金　

借
入
金
の
う
ち
、
返
済
期
限
が
次

の
決
算
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１

年
以
内
の
も
の
を
「
短
期
借
入
金
」、

１
年
を
超
え
る
も
の
を
「
長
期
借
入

金
」と
い
い
ま
す
。
短
期
借
入
金
は
、

流
動
負
債
、
長
期
借
入
金
は
固
定
負

債
と
し
て
決
算
書
に
表
示
さ
れ
ま
す
。

　

長
期
借
入
金
は
通
常
、
分
割
し
て

返
済
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
長
期

借
入
金
の
う
ち
決
算
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
１
年
以
内
に
返
済
さ
れ
る

予
定
の
も
の
に
つ
い
て
は
、「
一
年

以
内
返
済
長
期
借
入
金
」
と
し
て
、

流
動
負
債
に
表
示
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
正
し
く
表
示
す
る
こ
と

は
、
経
営
状
況
を
把
握
す
る
点
で
重

要
で
す
。
例
え
ば
、
安
全
性
の
分
析

に
用
い
る
経
営
指
標
に
流
動
比
率
が

あ
り
ま
す
。
流
動
比
率
は
、
流
動
資

産
と
流
動
負
債
の
バ
ラ
ン
ス
を
示
し

て
い
ま
す
。
流
動
負
債
は
短
期
間
で

返
済
す
る
も
の
な
の
で
、
こ
れ
が
多

い
と
資
金
繰
り
が
窮
屈
に
な
り
ま
す
。

一
年
以
内
返
済

長
期
借
入
金

　法人税法における借地権は、地上権又は
土地の賃借権をいいます。
　法人税法上、借地権の取得価額には、次
のものが含まれます。
①　借地権付きの建物を取得した場合に、
当初から建物を取り壊して借地権を利用
することが目的であることが明らかなと
きの建物の帳簿価額や取壊費用の額

②　借地契約に当たって、土地所有者に支
払った借地権の対価の額

③　土地の上にある建物などを取得した場
合に、その建物の買入価額のうちに借地
権の対価が含まれているときのその金額

　　ただし、その金額が建物の買入価額の
概ね10％以下であれば、その金額を建
物の取得価額に含めることができます。

④　賃借した土地を改良するために行った
地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費
用の額

⑤　借地契約に当たって支払った手数料な
どの費用の額
⑥　建物の増築や改築に当たって、その土
地の所有者に支払った費用の額
•　•　•　•　•　•　•　•　•
　法人が所有する土地を他人に賃貸し、建
物などを建てさせたときには、借地権が設
定されたことになります。このとき、通常、
権利金を収受する慣行があるにもかかわら
ず権利金を収受しないときは、次のいずれ
かに該当する場合を除き、権利金の認定課
税が行われます。
①　その土地の価額からみて、相当の地代
を収受している場合
②　その借地権の設定などに関する契約書
において、将来借地人がその土地を無償
で返還することが定められており、かつ、
「土地の無償返還に関する届出書」を借
地人と連名で遅滞なくその法人の納税地
を所轄する税務署長に提出している場合
　なお①の相当の地代については、概ね3
年以下の期間ごとに見直しが必要です。

借地権

Q

A


